
◎観光や夏型レジャー等に伴う事故防止

○子どもと高齢者の交通事故防止

○二輪車・自転車乗用中の交通事故防止

○全ての座席のシートベル

ト・チャイルドシートの

正しい着用

○交差点の交通事故防止
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７月10日（水）～７月19日（金）

夏夏夏夏 のののの 交交交交 通通通通 安安安安 全全全全 運運運運 動動動動

問い合わせ先

住民企画課 住民企画グループ

†76-2151（内線216）

学校が夏休み中の期間は、まちバス（上里線・恩根線・二

又線）の運行は、火・金曜日のみとなりますのでお知らせし

ます。なお、乗車には予約が必要です。

火・金曜日のみの運行となる期間は、下記のとおりです

（記載の時刻は、通常の発車時刻と変更ありません）。

※相生線は、従来どおり月～土曜日の運行となります。

野ねずみによる食害がオホーツク管内全域で大発生

しており、津別町でも春先において特に樹齢の若いカ

ラマツを中心に相当の被害が確認されております。

夏の間は、食糧も豊富なため被害の拡大はないと予

想されますが、食糧不足となる秋から冬にかけて再度

被害が拡大する恐れがあります。

対策としては、秋期に行っている野ネズミ駆除の薬

剤散布があります。希望される方は、各森林組合で申

し込みを受け付けておりますので、ご検討願います。

問い合わせ・申し込み先

北見広域森林組合　†0157-23-7425

美幌町森林組合　　†73-1281

【パスポート申請相談窓口】
津別町役場 戸籍年金担当　窓口８番　†76－2151（内線222、223）
※申請書類 津別町役場相談窓口に一般旅券発給申請書等をご用意しています。

７月から、津別町住民のパスポート申請の窓口が、美幌町役場（戸籍年金担当　窓口２番）になりました。

津別町役場（戸籍年金窓口）では、パスポート申請の相談を受け付けます。

※オホーツク総合振興局及び北見市の移動窓口（６月30日廃止）での申請は、できませんのでご注意ください。

【パスポート申請交付窓口】

美幌町役場（美幌町字東２条北２丁目25番地）

戸籍年金担当（窓口２番） †0152－73－1111（内線231、233）

窓口の時間等 申請（月曜日から金曜日）・・・午前８時45分～午後４時30分

交付（月曜日から金曜日）・・・午前８時45分～午後５時30分

●申請できる方 津別町に住民登録されている方

●申請に必要な書類

・一般旅券申請書

・戸籍謄（抄）本（６か月以内に発行されたもの）1通

・パスポート規格の写真（６か月以内に撮影されたもの）１枚

・本人確認書類（運転免許証など）

・印鑑（朱肉を使用するもの）

・前回取得した旅券（パスポート）がある場合は、その旅券

●手数料（受取のときに納めていただきます）

・10年旅券　16,000円（収入印紙14,000円、北海道収入証紙2,000円）

・ ５年旅券　12歳以上：11,000円（収入印紙9,000円、北海道収入証紙2,000円）

12歳未満：6,000円（収入印紙4,000円、北海道収入証紙2,000円）

パスポート（旅券）申請窓口がかわりました！

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

†76－2151 内線 222、223

▼そのままでは年金が減ります

国民年金保険料の免除期間または、

納付猶予期間があった場合、そのまま

にしておくと保険料を全額納めたとき

よりも将来の老齢基礎年金の受け取り

額が少なくなります。過去に次のよう

な免除や納付猶予期間はありませんか。

・全額免除または一部納付

・若年者納付猶予

・学生納付特例

▼追納して年金を増やせます

これらの免除・猶予期間の保険料は、

10年以内にさかのぼって納めることが

できます（＝追納）。そうすると、将来

受け取る年金を増やすことができます。

▼３年を過ぎると追納額が増えます

ただし、免除・猶予の承認を受けら

れた期間の翌年度から起算して、３年

度目以降に追納すると、当時の保険料

額に一定の加算額が上乗せされます。

▼追納には申し込みが必要です

申込先　北見年金事務所　国民年金課

†0157－25－9635

免除・猶予期間があった方へ
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